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第 52 回金融審議会には所用のため欠席いたしますので書面にて意見を申し述べます。 

 

国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な _推進に関る基本的な方針

（案）について  

 

総論 

国民の資産形成を国として推進していくことは重要であるが、政策の決定・推進にお

いては以下の点に留意をお願いしたい。 

 投資による資産形成を実現するには長期的な視点で見なければならず、その間の

市場の変動を回避することはできない。偏った投資の弊害、不適切な商品の見直

しを是正することは必要であるが、政策の立案・見直しにあたっては一時的な市

場変動に一喜一憂するような対応ではなく、長期的視点を持った政策を実行する

必要がある。 

 一方投資により資産形成を行うためには投資をする側（個人・組織を問わず）の

自立的なリスク耐性の確立が最も重要と考える。国民を挙げての金融リテラシー

向上のためにアクセス容易で継続的な教育機会の提供をしていく必要がある。そ



の際にはスチュワードシップも認知も重要と考える。 

 

基本方針案について 

IIIに記載されている「地域特性に応じた手法や内容により地域住民の安定的な資産形成

を支援」は、具体的に何を念頭においているのか明確ではない。どのような地域特性、支援を

イメージしているのか記載があると良い。 

 

以上 


